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現在わが国では都市部を中心に路上に合法的に駐車することが可能な時間制限駐車区間規制が導入され

ている．本規制は路外駐車施設の十分な整備が進むまでの暫定運用という原則があるが，実際の路外の施

設整備状況と路上の駐車実態との関係は明らかではなく，駐車政策の検討にあたり重要な視点である． 

本研究では，時間制限駐車区間内のパーキング・メーター駐車枠やその付近での駐車行動に着目し，パ

ーキング・メーター利用実態や駐車車両の特性，沿道施設との立地関係を分析した．その結果，路上での

駐車車両は大半が短時間駐車で占められているだけでなく，周辺の路外駐車施設の立地有無や空間的整備

状況により駐車実態に影響をあたえることが明らかとなった． 
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1. はじめに 

 

わが国では都市部を中心に，パーキング・メーター

（PM）やパーキング・チケット（PT）などの時間制限

駐車区間規制が敷かれ，合法的に路上への駐車が認めら

れる区間が存在する．この時間制限駐車区間規制につい

ては，路外駐車施設の十分な整備が進むまでの暫定運用

という原則1)があるが，本規制が制定された当時と比較

すると，乗用車の路外駐車施設の整備は進んできている．

実際に東京都特別区内の状況を見ると，多くの地区で駐

車需要に対して路外駐車施設の収容台数が上回っている

という報告もある2)．このような状況を踏まえれば，PM

やPTのような時間制限駐車区間の運用方法についても

廃止や変更を含めて検討する必要がある． 

これまでもPMやPTについては，60分300円の駐車手数

料を40分200円に変更したり，貨物車用のPMを設置した

りすることが行われているが，現状の乗用車用のPMが

周辺の路外駐車施設と合わせてどのような実態で利用さ

れているかを分析しているものはみられない．よって本

研究では，PMの駐車枠が存在する道路での駐車行動に

着目し，PMおよびPTの利用実態や駐車車両の特性，周

辺路外駐車施設の立地があたえる影響を明らかにするこ

とで，今後の道路空間の効率的な利用の促進に向けた検

討に役立てることを目的とする．  

 

 

2. 路上駐車施設と既存研究のレビュー 

 

路上における駐車施設はPMやPTの他に路上駐車場，

ローディングベイ，ローディングゾーン等が挙げられる． 

交通管理者によって設置されるPMおよびPT
1)は，公安

委員会が時間を限って，同一の車両が引き続き駐車する

ことのできる道路上の駐車施設である．1971年の道路交

通法改正で道路交通法第49条に設けられた駐車規制（時

間制限駐車区間規制）であり，路外駐車施設の整備が十

分でなく路上における短時間の駐車の需要が高いと認め

られる道路の部分について，当該部分における駐車秩序

を確保する必要があるときは時間制限駐車区間の規制実

施を検討することとされている．時間制限駐車区間内で

は路上の駐車枠に車両を駐車させる場合，駐車手数料を

支払うことにより標識に明示された時間内であれば合法

的に駐車することが認められているが，公平性を保つ観

点から再度駐車手数料を支払い連続して同一の場所に駐

車することはできない．  
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道路法または駐車場法で規定されている路上駐車場1)3)

は，道路管理者や地方自治体によって設置される駐車施

設である．前述したPMやPTとの違いとしては，駐車時

間に応じた駐車料金の徴収が可能であり，また駐車可能

上限時間等も定められていない点が挙げられる． 

また，貨物車の駐車のために道路と歩道の境界を一部

切り込んで設けた区画や，道路上に荷さばき用の駐車ス

ペースをマーキングした区画をローディングベイ3)とい

う．ローディングベイを設置することで，無秩序に駐車

していた車両を定められた区画に誘導することが可能と

なる．東京都内では慢性的な交通渋滞解消のため，2003

年から2007年にかけてスムーズ東京21-拡大作戦-が，さ

らに2008年からはハイパースムーズ作戦が実施されたが，

その中のハード・ソフト対策のひとつとしてPMを併設

したローディングベイの設置が進められた． 

このローディングベイとは異なり，路上に特別なマー

キング等をすることなく乗用車の駐車を禁止し，道路の

両側のある程度長い区間において貨物車の駐車スペース

を確保する区間をローディングゾーン3)という．ローデ

ィングベイと同様に交通流の円滑化などに効果があり，

また荷さばき時の安全確保といったメリットもある． 

近年ではこのように様々な路上駐車施設が整備されて

きている．2013年度末現在，全国の都道府県公安委員会

が実施している時間制限駐車区間規制は1,528区間存在

し，その区間内にPMもしくはPTが24,922台分設置され

ている．この駐車枠数は年々減少しており，既存の時間

制限駐車区間規制周辺において路外駐車施設の整備が進

んでいることが関係していると考えられる．しかし，既

存のPMやPTを廃止する場合，周辺の路外駐車施設が存

在するというだけで全てのPMやPTを廃止してよいかは

よく検討する必要がある．例えば路外駐車施設に入庫で

きない貨物車が存在していたり，乗用車であっても短時

間駐車のために路外駐車施設に入庫しない車両があった

場合，無秩序な違法路上駐車が増加することになる． 

既存研究においては，PMおよびPTについて高田ら4)が

時間制限駐車区間規制開始時の東京都心部でのPMの利

用の実態を調査しており，業務関係での利用が圧倒的に

多いことを示している．また堂柿ら5)による調査により

時間制限駐車区間内における標示線（枠）内の合法的利

用は約5割にとどまることや少数の長時間駐車が路側を

占有している状況にあることが明らかにされている．路

上荷さばき施設については，長谷川ら6)が違法駐車取り

締まりの民間委託制度導入後，路上駐車台数は大幅に減

少したものの貨物車の占める割合が増加していることを

明らかにし，このような車両の利用に特化した駐車施設

の設置やその適正な運用などの課題を挙げている．また

堂柿ら7)は都心商業地域では10分以下の駐停車が全体の

55%を占めていることから，荷さばき駐車施設の設置に

よる一定の秩序に従った停車を容認することが違法路上

駐車抑制の手段となると述べている． 

様々な路上駐車施設が提供されている中で発生する違

法路上駐車に関して，室町ら8)が違法路上駐車車両の運

転手は道路交通流に悪影響を与えると認識しながらも駐

車している人が77%に達し，社会的ジレンマが存在する

ことを明らかにし，法規遵守態度の形成が違法路上駐車

の抑止力として機能することを示している．鈴木ら9)は

建物特性による駐車需要について分析し，店舗・事務

所・倉庫の3分類では，倉庫では長時間駐車の需要が高

く路外駐車施設への誘導が必要であることを明らかにし

ている．しかしながら周辺で運用されている路外駐車施

設と路上駐車施設との関係を分析しているものは見受け

られない．この関係を把握することは，時間制限駐車区

間の暫定運用の原則や駐車需要は原則路外で満たすとい

う現在の駐車政策を考えるうえで重要な知見となり得る． 

 

 

3. 調査概要 

 

時間制限駐車区間規制内におけるPM利用実態，違法

路上駐車実態および路外駐車施設利用実態を把握するた

めに駐車実態調査を実施した．路上ではアンケート併用

式連続駐車調査を実施し，路外駐車施設では断続駐車調

査を行った．今回の調査対象地域の選定にあたっては，

警視庁実施の実態調査10)から時間制限駐車区間規制が敷

表-1 調査概要 

 

路上駐車のゾーン分け   路外駐車施設 設置位置 

  

図-1 調査対象地域図 

路上駐車調査 路外駐車調査
調査日
調査時間

対象区間・区域

駐車可能台数 68台(うちPM18台) 15箇所186台

2015年10月16日(金)
9:00～19:00

東京都台東区・国際通り
寿三丁目～寿四丁目交差点
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かれている中で駐車密度が50台/km以上と高い路線から

選定している．調査は図-1に示す東京都台東区・国際通

りの時間制限駐車区間（道路延長約300m）を対象区間

としている．当該区間に設置されている駐車枠数は図-1

に青字で示した計18台分であり，駐車手数料は300円/60

分，運用時間は9:00~19:00である．調査日は2015年10月16

日（金），調査時間は運用時間と同一時刻の10時間で実

施した．なお，路上駐車車両の駐車位置の把握のため，

当該区間を図-1の赤字の通り6のブロック，19のゾーン

に分けた．また路面に標示されているPMの駐車枠に駐

車している車両をPM駐車枠内，それ以外の車両をPM駐

車枠外として区別した．表-2に路外駐車施設の収容可能

台数を示す．路外駐車施設の構造については，P1および

P2が機械式立体駐車場となっており，その他は平面駐車

場である．  

 

 

4. 調査対象路線における路上駐車実態の把握 

 

図-2に対象路上区間における路上駐車車両の車種構成

割合を示し，図-3にゾーン別および車種別の延駐車台数

を示す．調査中に観測された延駐車台数は793台であっ

た．普通乗用車の駐車が410台と最も多く，続いて小型

貨物車，大型貨物車の順に多くなっている．駐車位置に

着目すると，駐車台数が最も多いのはA-4，次いでC-2，

C-1，B-4，E-3の順となっている．普通乗用車ではA-4が

最も多く，貨物車（小型貨物車と大型貨物車の計）では

C-1が最も多い．このように駐車場所や車種により駐車

台数に大きな差がみられる． 

 

図-2 路上駐車車種構成割合 

 

図-3 ゾーン別車種別路上駐車台数 

5.  PM利用実態別路上駐車車両の分析 

 

 (1) 車種構成 

図-4は駐車位置別PM手数料支払別車両構成割合を示

したものである．PM駐車枠内で駐車手数料を支払った

車両は51台にとどまっており，全駐車車両のわずかに

6.4%にしかすぎない．その他の駐車車両は手数料未納あ

るいは駐車枠外に駐車した車両であり，全体の約94%を

占める．当該区間は警視庁が策定している取締り活動ガ

イドラインでは最重点路線に指定されているにもかかわ

らず，手数料を支払わない駐車や駐車枠のない場所での

駐車が多く発生していることがわかる． 

 

(2) 駐車時間 

表-3はPM手数料支払別の駐車時間を示したものであ

る．PMを適正に利用した駐車車両とPMを使用していな

い違法駐車車両では，駐車時間に大きな差がみられる．

そこで図-5～図-7にPM利用実態別の駐車時間をまとめ

たものを示す．なお車種不明6台については分析から除

外している． 

まずPMに駐車手数料を支払って駐車した車両の駐車

時間は，他の車両に比べ長く，50パーセンタイル値（中

央値）は37分で他の車両より30分間以上長いことがわか

51.7%

31.9%

1.3%

14.4%

0.8%

普通乗用車(N=410)

小型貨物車(N=253)

大型バス (N=10)

大型貨物車(N=114)

車種不明(N=6)
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駐
車
台
数
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普通乗用車 小型貨物車 大型バス 大型貨物車 車種不明

 

図-4 駐車位置別PM手数料支払別車両構成割合 

 

 

図-5 PM駐車枠内・手数料支払済車両 駐車時間 

表-2 路上および路外駐車施設概要 

 

表-3 PM手数料支払別路上駐車時間一覧 

 

6.4%

12.4%

81.2%

PM駐車枠内・手数料支払済車両 (N=51)

PM駐車枠内・手数料未納車両 (N=98)

PM駐車枠外車両(N=644)

4 1 4 3 4 3 6 5 6 3 1 6 5
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0
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250
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350
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累
加
台
数(

%)

駐
車
台
数(

台)

駐車時間(分)

駐車台数 (台) 普通乗用車 (%) 小型貨物車 (%)

N=51(台)

駐車施設
No.

収容可能
台数(台)

駐車施設
No.

収容可能
台数(台)

駐車施設
No.

収容可能
台数(台)

P1 32 P6 4 P11 3

P2 96 P7 3 P12 8

P3 2 P8 3 P13 3

P4 5 P9 8 P14 4

P5 3 P10 7 P15 5

平均値 50パーセンタイル値 85パーセンタイル値 最大値
支払済 51 0:41 0:37 0:58 5:16

98 0:14 0:07 0:28 3:30
PM駐車枠外 644 0:09 0:04 0:15 3:07

駐車台数
(台)

駐車位置
手数料
支払有無

駐車時間(時間：分)

PM駐車枠内
未納

平均値 50パーセンタイル値 85パーセンタイル値 最大値
普通乗用車 31 0:38 0:37 0:58 1:29
小型貨物車 20 0:46 0:37 0:53 5:16

駐車時間(時間：分)駐車台数
(台)

車種
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る．短時間ではなく比較的長い時間駐車することを想定

している人は取締りの実施を考慮してPMを利用してい

るものと考えられる． 

手数料未納車両に着目すると，PM駐車枠内に駐車し

た車両の方が枠外に駐車した車両に比べ長く駐車する傾

向にあることが確認できる．特に普通乗用車については

その傾向がより一層強い．手数料の支払い意思がない場

合においても，あたかもPMを適正に利用しているよう

にみせるなど，駐車枠の有無が駐車行動に影響を与える

ことが考えられる． 

 

(3) 駐車枠の占有状況 

図-8はPM駐車枠の占有時間を示したものである．駐

車枠が存在する位置によって利用実態が異なっており，

手数料を未納のまま駐車枠を占有している時間が比較的

長いことがわかる．手数料未納車両が駐車枠を長時間に

わたり占有することで，適正利用しようと試みる車両の

妨げとなるだけではなく，利用機会の損失にもつながる． 

図-9にPM駐車枠外の駐車車両の占有時間を示す．駐

車枠での占有時間よりも長時間にわたり路上が駐車車両

によって占有されていることがわかる．5分間以内の短

時間駐車が370台を超えていることを考慮すると，短時

間駐車車両が次々と入れ替わりに駐車を繰り返している

ものと考えられる．特にそのような状態がA-4やC-1にお

いて顕著に表れている．なお，A-4とC-1のゾーンにはコ

ンビニエンスストアが存在しており，普通乗用車で訪れ

る店舗の利用客が店舗前の路上に駐車枠を避けて駐車し

ていることが確認された． 

  

(4) 目的地への移動距離 

図-10は車両を駐車後に向かった目的地までの距離を

PM手数料支払別にまとめたものである．PM手数料未納

車両の運転手の目的地までの距離は5m以内が7割を超え

ており，目的地の目前に駐車した車両が多数を占める．

一方，PM手数料を支払って駐車した車両は，駐車した

場所から目的地までの距離が長くなっているのがわかる．

PM手数料未納車両や駐車枠外に駐車している車両の場

合，取締りのリスクを負うことから，できる限り早く車

両の移動したいという願望が，このような駐車行動の違

 

図-9 PM駐車枠外占有時間 

  

図-6 PM駐車枠内・手数料未納車両 駐車時間 

  

図-7 PM駐車枠外・手数料未納車両 駐車時間 

 
図-8 PM駐車枠内占有時間 
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いを生じさせていると考える． 

 

 

6. 路外駐車施設との関係 

 

図-11は対象路外駐車施設の15分毎の入庫率をブロッ

ク別にまとめて示したものである．なお，ブロックBお

よびD路外駐車施設は存在していない．また，図-12は

図-8と図-9に示した路上における駐車車両の占有時間を

ブロック別にまとめたものである．ここでブロック別に

みると，ブロックAの路外駐車施設では入庫率が50%前

後で推移しており，空き駐車スペースが常時存在してい

る．しかし，路上の駐車実態をみると，PM駐車枠を利

用していない車両の占有時間が長い．また路外駐車施設

が整備されていないBおよびDにおいては，PM駐車枠を

利用した占有時間が長くなることがわかる．さらにFに

着目すると，路外駐車施設では一時満車の状態が発生す

るなど，路外駐車施設の入庫率の高さがうかがえるが，

路外における収容台数が少ないため入庫率の変動が大き

いと考えられ，路外の駐車施設が不足していると考える．

このように，路外駐車施設の利用状況と路上駐車発生状

況の間に一定の関係があることを確認した． 

しかしながら，PM駐車枠外での占有時間が長いブロ

ックA，C，Fにおける沿道施設の立地に目を向けると，

AおよびCではコンビニエンスストアの立地，Fでは複数

の飲食店の立地がみられた．そのためPM枠外駐車車両

については路外駐車施設の立地だけでなく，沿道施設の

立地の影響も考慮しなければならない． 

 

 

7. まとめ 

 

本研究では時間制限駐車区間内での駐車実態やPM駐

車枠での駐車行動について分析を行い，次のような結果

が明らかとなった．本研究の調査対象区間では，PMの

駐車枠内で手数料を支払っている車両は，1割以下であ

ることがわかった．また，PMの駐車枠内に手数料未納

で駐車している車両も存在するが，駐車車両の多くが

PMの駐車枠外に駐車していることが判明した．さらに，

PM駐車枠外に駐車している車両のほとんどが10分以内

の駐車時間であり，これらの車両は現状の料金設定での

PM利用は，ほとんど見込めないといえる．一方で，こ

れらの駐車車両は1台当たりの駐車時間は短いものの，

台数が多いためかなり長い時間で路上空間を占有してい

る．これらの車両に対する駐車対策が必要である． 

また，路外の駐車施設との関係では，路外駐車施設の

有無がPMの駐車枠内の利用に影響をあたえている可能

性があることがみてとれる．しかしながら，駐車枠外に

駐車している多くの車両は路外の駐車施設よりも沿道に

立地している店舗等の影響を強く受けていることが考え

られ，今後はこれらの検証が必要である． 
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図-10 PM利用別目的地までの距離割合 

 

図-12 ブロック別 路上占有時間 

 

図-11 路外駐車施設 平均入庫率 

37.5%

60.0%

77.4%

6.3%

25.0%

17.0%

2.5%

2.3%

18.8%

7.5%

2.6%

37.5%

5.0%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PM駐車枠内

手数料支払済
(N=16)

PM駐車枠内

手数料未納
(N=40)

PM駐車枠外

手数料未納
(N=265)

0m-5m 6m-10m 11m-15m 16m-20m 21m-

3:58

5:55

2:43

6:06

5:26

6:06

4:30

3:15

6:17

6:00

1:17

20:08

9:50

20:05

7:41

13:48

25:41

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00

A

B

C

D

E

F

占有時間(時間：分)

ブ
ロ
ッ
ク

PM駐車枠内(手数料支払済) PM駐車枠内(手数料未納) #REF!

24:00 26:00 28:00 30:00 32:00 34:00 36:00

PM駐車枠外

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

入
庫
率

時刻(時：分)

A C E F

第 54 回土木計画学研究発表会・講演集

 332



 

  

7) 堂柿栄輔，佐藤馨一：都心商業地域における荷さば

き施設に関する研究，土木計画学研究・論文集，

No.9，1991.11. 

8) 室町泰徳，竹内大一郎，原田昇，太田勝敏：法規遵

守態度に着目した違法路上駐車行動に関する分析，

土木学会論文集，No.737，Ⅳ-60，pp.39-46，2003.7. 

9) 鈴木孝治，西村昂，日野泰雄，村上睦夫：建物用途

別駐車需要から見た路上駐車施設設置効果に関する

モデル分析，土木計画学研究・論文集，No.14，

1997.9. 

10) 警視庁：平成 26年度 路上駐車実態調査委託報告書，

2015.7. 

 

 

 

AN ANALYSIS OF ON-STREET PARKING CONDITION 

AT PARKING METER SECTION 

CONSIDERING WITH OFF-STREET PARKING FACILITIES 

 

Takuya KOSUGI, Satoru KOBAYAKAWA and Tomoyuki INAGAKI 

 
 

第 54 回土木計画学研究発表会・講演集

 333


